
（第８条関係）様式第３号

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

令和６年 ２月１９日

福島県いわき建設事務所長

第 ２３－４１３８３－００４３ 号工事（委託業務）番号

ダム(メンテ)工事（取水設備）工事（委託業務）名

質 問 事 項

１．配置技術者

配置技術者は、工場製作時と現場据付時に分けて配置することは可能でしょ

うか。

また分けることが可能な場合、工場製作時の技術者の資格も「過去30年以

内に取水設備の改良工事」の工事経験が必要でしょうか。

２．工事施工範囲

NO.4ゲートに内蔵されている保安ゲートの水密ゴム取替は、施工範囲外でよろ

しいでしょうか。

３．塗装

3.1 扉体の既設塗装系

扉体の既設塗装系を御教授願います。

また旧塗膜にＰＣＢ及び鉛が含まれていないか調査済でしょうか。されて

いない場合、本工事の工事範囲でしょうか。

3.2 素地調整

素地調整は、１種Ａとします （通常のブラスト素地調整）。

旧塗膜からＰＣＢ及び鉛が検出された場合の施工方法、廃材処分は別途協

議事項でよろしいでしょうか。



3.3 主ローラ及びサイドローラ

本工事には、主ローラ及びサイドローラの取り外し・復旧費用が計上され

ているでしょうか。

取り外し・復旧を行わない場合は、ローラと扉体の狭窄部は３種ケレンと

なります。

塗装は、はけ塗となります。

3.4 塗装系は「機械工事塗装要領（案 ・同解説」表3.3-10の塗替塗装系ｂ－）

２Ｂとしてよろしいでしょうか。

４．施工方法

取水ゲートは４段の扉体で構成されており、1段ごとに塗装用足場の組立・解

体作業が必要となります。

足場の組立・解体費用は、計上されているでしょうか。

５．ダム水位

工事期間中は、点検作業床（ＥＬ110.500）から２ｍ程度下がったダム水位以

下で保持することは可能でしょうか。水位を保持できる期間の制約はあるで

しょうか。

回 答 事 項

１．分けて配置可能です。工場製作、現場据付いずれも取水設備改良工事の経験が

必要です。

２．水中部にあるため、劣化状況はひどくないものと考え、施工範囲外です。現場

状況に応じて、福島県工事請負契約約款第18条に基づき協議の対象とします。

３．3.1 既設塗装系はタール・エポキシ樹脂系です。

設置年次からPCB等は含有されていないと考えており調査していません。

本工事の対象とします。

3.2 今回の工事では、3種Bとしています。現場状況に応じて、福島県工事請

負契約約款第18条に基づき協議の対象とします。

3.3 取り外し・復旧は行わない考えです。現場状況に応じて、福島県工事請

負契約約款第18条に基づき協議の対象とします。

3.4 お見込みのとおりです。

． 、 、 。４ 点検作業床で 点検等を行っているため 足場は必要ないものと考えています

そのため足場の計上はしていません。

５．可能です （ただし、大雨洪水時を除きます）。


